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Prefecture

１ 住宅 ２ 多数利用建築物※2

目標計画の概要

１ 計画改定の趣旨

２ 計画の位置付け

３ 計画の期間

本県では、平成18年度に兵庫県耐震改修促進計画（第１期）
を策定、平成27年度に全面改定（第２期）し、住宅と建築物の
耐震化を促進させるための施策を総合的に進めてきた。

南海トラフ巨大地震等の発生の切迫性が指摘されている中、
引き続き住宅と建築物の耐震化を計画的に進める必要があ
ることから、これまでの施策の点検を行うとともに、新たな
目標や施策を設定し、計画を改定する。 

令和８年度から令和17年度までの10年間

建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条に基づく
「都道府県耐震改修促進計画」

令和17年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消※1するとともに、意識
啓発活動に関する目標を設定

令和17年度までに耐震性が不十分な多数利用建築物をおおむね解消すると
ともに、意識啓発活動に関する目標を設定

区 分 現状（令和5年） 目標（令和17年度）

住宅総数 239.7万戸 239.9万戸  

耐震性が不十分 19.8万戸 耐震性が不十分な住宅を
おおむね解消耐震化率 91.7%

(1) 耐震化の目標 (1) 耐震化の目標

(2) 意識啓発活動の目標 (2) 意識啓発活動の目標

耐震性が不十分な全ての住宅に対する「プッシュ型意識啓発」の実施 耐震性が不十分な全ての多数利用建築物に対する「プッシュ型意識啓発」の実施

※1 耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標として設定 ※2 多数利用建築物

住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策（主なもの）

１ 住宅

２ 多数利用建築物 ３ その他

(1) 普及啓発

ア 耐震性が不明又は不十分な住宅の把握

• 登記情報等を活用した旧耐震基準住宅リストを整備

イ 旧耐震基準住宅居住者等へのプッシュ型意識啓発

• 診断結果や居住者属性等を考慮した、効果的な意識啓発を実施

ウ 県民全体への幅広い周知

(2) 住宅の耐震化促進支援策

ア 簡易耐震診断の推進

イ ひょうご住まいの耐震化促進事業の推進

ウ 補助事業の円滑な運用

エ 高齢者居住住宅への支援強化

• 居住世帯や地域特性に応じた補助メニューの見直しを検討

(1) 多数利用建築物の耐震化促進支援策

ア 民間建築物の耐震化に関する支援

• 優先的に耐震化すべき建築物に対する補助メニューの拡充を検討

(2) 意識啓発・環境整備

ア 所管行政庁連絡会議等を設置し、所管行政庁やその他市町との連携を強化
イ 所有者への直接的な働きかけ（プッシュ型意識啓発）や丁寧な進捗管理を実施
ウ 相談体制の整備

• 防災拠点建築物及び地震発生時に通行を確保すべき道路の指定
（兵庫県地域防災計画に定める緊急輸送道路を指示対象路線として指定 等）

• 地震時の建築物の総合的な安全対策等の実施
（建築物の減災対策、ブロック塀や宅地等の安全対策、超高層建築物等の安全確保 等）

• 耐震改修計画等の評価体制の確保 ・ 地震保険等の加入促進

• 木造住宅の耐震性能検証法に基づく状況確認の必要性等の周知

• 法による耐震性確保等のための措置に関する所管行政庁との連携

(3) 環境整備

ア 相談体制の確保

イ 安心して事業者を選択できる環境の整備

ウ 他分野施策との連携

• 省エネ、バリアフリー改修等、住宅の居住環境の改善と併せた耐震改修を促進

エ 事業者との連携

オ 事業者の信頼性向上

カ 低コスト工法の普及・活用促進

キ 事業者の育成

• 設計者と施工者のマッチングを促進

• 地域のリーダーとなる事業者を育成し、地元の設計者・施工者を支援

現状と課題

ア 耐震化に消極的な居住者等に対する意識啓発

イ 耐震化に係る県民負担の軽減

ウ 地方部の高齢者のみ住宅の耐震化促進

１ 住宅

２ 多数利用建築物

ア 民間建築物の耐震化促進

イ 所有者に対する意識啓発、行政指導

ウ 権利調整や合意形成等が困難な民間建築物のサポート

エ 現行補助制度の課題解消

•住宅及び多数利用建築物の耐震化は、所有者等が自らの問
題として取り組むことが不可欠であり、県及び市町は、所有
者等の取組を支援する観点から必要な施策を実施

•住宅及び多数利用建築物に関わる全ての事業者は、耐震診
断や改修に係る知識及び技術力の向上に努め、所有者等に
対して適切なアドバイス、ニーズに沿った改修工事等を実施

基本的な取組方針

区 分 現状（令和７年） 目標（令和17年度）

建築物総数 26,644棟 28,900棟

耐震性が不十分 1,757棟 耐震性が不十分な多数利用
建築物をおおむね解消耐震化率 93.4%

（用途）学校、病院、ホテル、庁舎、物販店、飲食店、福祉施設等
（規模）一部の用途を除き３階以上かつ1,000㎡以上
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